
第八次栗東市行政改革大綱【概要版】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■行政改革の項目 
 

 

 

 

「行政サービス」の視点 

人口減少などに備えた持続可能な行政サービスの観点から、電子化などを

活用しつつ、プロセスの省力化を図るとともに、設備や事務事業について合理

的な再編成を進めます。 

 

「財源確保」の視点 
健全な財政運営ができるよう、あらゆる手段を講じながら、安定的な財源の

確保を目指します。 

 

（１）市民参画・協働の推進 

（２）双方向コミュニケーション（広報・広聴）の充実 

（３）アウトソーシングの活用 

（４）広域連携の推進 

「人材・組織力」の視点 

個々の職員の能力開発や働きやすさの改善により、パフォーマンスを向上する

とともに、人材を適正かつ柔軟に配置することで、チームワークを最大限に発

揮できる風通しの良い組織づくりを進めます。 

 

（１）情報化、ICT、AI の活用 

（２）プロセスの省力化 

（３）庁内連携の強化 

（４）事務事業の見直し 

（５）公共施設の合理化、適正な維持管理 

（６）外郭団体の効率化 

（１）職員の能力開発 

（２）適正な職員配置 

（３）人材交流・外部人材の登用 

（４）働き方改革（ワーク・ライフ・バランスの向上） 

（１）受益者負担の適正化 

（２）自主財源の確保 

（３）国・県等の補助金の活用 

組織の体質改善による持続可能な行政運営 

〜積極的なアウトソーシングの導入を踏まえて〜 

「協働」の視点 
多様な主体がまちづくりに参画できるよう、これまで市が主体となって行ってき

た事業について、役割分担を柔軟に見直し、対話・参画・協働を進めます。 

 

■大綱の目標 
 多様化・複雑化する市民のライフスタイルや価値観、市民ニーズに加え、大きく変革する可能性がある今後の

社会経済情勢を踏まえ、七次大綱の課題を継承しつつ、持続可能な行政運営を行うため、アウトソーシングの

視点を積極的に導入するなど改革効果を高める継続的な行財政改革を進めていきます。 

  

 

第一次行政改革（平成 8 年度～平成 10 年度） 

第二次行政改革（平成 11 年度～平成 13 年度） 

第三次行政改革（平成 14 年度～平成 16 年度） 

第四次行政改革（平成 17 年度～平成 19 年度） 

第五次行政改革（平成 20 年度～平成 22 年度） 

第六次行政改革（平成 23 年度～平成 26 年度） 

第七次行政改革（平成 27 年度～令和元年度） 

H13.10 市制施行 

 外部評価員制度の導入 

 「集中改革プラン」の策定 

 「財政再構築プログラム」 

 「更なる財政再構築プログラム」 

H19 新幹線新駅 
建設事業の中止 

 「プラス創造型改革」 

■行政改革の経過 

61.1%
58.5%

62.6%

39.0% 39.2% 40.8%

25.3%
21.0%

24.5%

29.9% 27.8% 26.9%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

H26 H28 H30 R1

(目標値)

アウトカム指標

①自治会等の地域活動による住民自治のまちづくりが推進され

ていると思う市民の割合

②市政への市民参画や市民と行政との協働によるまちづくりが

推進されていると思う市民の割合

③行財政運営が効率的に実施されるまちづくりが推進されて

いると思う市民の割合

④公正、確実な事務運営により、行政サービスの品質向上が

推進されていると思う市民の割合

①

②

③
④

■第七次行政改革の目標達成状況 
 いずれの項目も目標とする水準を下回っており、取り

組みの成果が市民に浸透していない 

■財政健全化（（新）集中改革プラン）

の目標達成状況 

 毎年５億円程度の改革効果額 

 実質公債費比率の 18％未満 ：達成 

 将来負担比率の 200%未満 ：達成 

 経常収支比率の 90%以下 ：未達成 

 起債現在高を標準財政規模比 300%以下 

 ：未達成 

■総合計画における大綱の位置付け 

R1 普通交付税不交付団体 

H25 土地開発公社を解散 

第六次総合計画 

『いつまでも 住み続けたくなる 安心な元気都市 栗東』 

行政の安心を営む 

効率的・効果的な行財政運営 

八次行政改革大綱 

■計画期間 

 令和２年度〜令和６年度までの５年間 

第六次総合計画前期基本計画（令和２年度～

令和６年度）と整合 

■推進体制 

PDCA サイクルの推進 

 PDCA サイクルで行政改革の視点で第六次総合計

画に掲げる施策や基本事業の進行管理を行いま

す。 

 「チェック」機能を強化するため、評価結果を組織全

体で共有する仕組みとして、各部の代表者からなる

組織を立ち上げ、職員自らが他の所属の業務も含

めて評価し合うこととします。 

 その評価結果を外部の懇談会等に報告することで

外部評価を受けることとします。 

重点的な取り組み 

 各所属で年度ごとに重点的に取り組む内容を定め

ることとします。 

外部評価の実施 

 内部で評価した結果を行政改革懇談会において報

告し、その結果を公表していきます。 

 事務事業の廃止や施設の見直しなど大きな判断が

求められる場合については、必要に応じて市民検討

委員会に諮り、市民の意見を聞くこととします。 

寄与 

 「（新）集中改革プラン」 

H22 普通交付税交付団体 
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